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Ⅰ 収入証紙に関する条例（昭和39年神奈川県条例第76号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 手数料 ２ 手数料 

名称 根拠規定 名称 根拠規定 

 １～24 （略）  １～24 （略） 

 25 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 

 25 （略） 神奈川県手数料条例第

２条 （削除） 教育職員免許状有効

期間更新手数料 

（削除） 教育職員免許状有効

期間延長手数料 

（略） （略） 

（削除） 教育職員免許状更新

講習修了確認等手数

料 

（削除） 教育職員免許状修了

確認期限延期手数料 

（削除） 教育職員免許状更新

講習免除手数料 

（略） （略） 

 26～32 （略）  26～32 （略） 
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Ⅱ 神奈川県手数料条例（平成12年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１～８ （略） 

９ 教育委員会関係 

１～８ （略） 

９ 教育委員会関係 

手数料徴収に 

係る事務 

手数料 

の名称 

金額 手数料徴収に 

係る事務 

手数料 

の名称 

金額 

 １ 教育職員免許

法（昭和24年法

律第147号）第

５条第１項及び

第16条第１項の

規定に基づく普

通免許状の授与

並びに同法第５

条の２第３項の

規定に基づく新

教育領域の追加

の定め（普通免

許状に係るもの

に限る。） 

教育職員普

通免許状授

与等手数料 

3,300円 １ 教育職員免許

法（昭和24年法

律第147号）第

５条第１項及び

第２項並びに第

16条の２第１項

及び第２項の規

定に基づく普通

免許状の授与並

びに同法第５条

の２第３項の規

定に基づく新教

育領域の追加の

定め（普通免許

状に係るものに

限る。） 

教育職員普

通免許状授

与等手数料 

3,300円

 ２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 教育職員免許

法第６条第１項

の規定に基づく

教育職員検定 

教育職員検

定手数料 

1,700円 ４ 教育職員免許

法第６条第１項

及び第４項の規

定に基づく教育

職員検定 

教育職員検

定手数料 

1,700円

 （削除） ４の２ 教育職員

免許法第９条の

２第１項の規定

に基づく普通免

許状又は特別免

許状の有効期間

の更新 

教育職員免

許状有効期

間更新手数

料 

3,300円

 （削除） ４の３ 教育職員

免許法第９条の

２第５項の規定

に基づく普通免

許状又は特別免

許状の有効期間

の延長 

教育職員免

許状有効期

間延長手数

料 

2,000円

 ５・６ （略） ５・６ （略） 

 （削除）  ６の２ 教育職員

免許法及び教育

公務員特例法の

一部を改正する

法律（平成19年 

教育職員免

許状更新講

習修了確認

等手数料 

3,300円 
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新 旧 

法律第98号）附

則第２条第２項

又は第３項第３

号の規定に基づ

く免許状更新講

習の課程の修了

に関する確認 

 

 （削除）  ６の３ 教育職員

免許法及び教育

公務員特例法の

一部を改正する

法律附則第２条

第４項の規定に

基づく修了確認

期限の延期 

教育職員免

許状修了確

認期限延期

手数料 

2,000円 

 （削除）  ６の４ 教育職員

免許法及び教育

公務員特例法の

一部を改正する

法律附則第２条

第５項括弧書の

規定に基づく免

許状更新講習の

免除 

教育職員免

許状更新講

習免除手数

料 

3,300円 

 ７～９ （略）  ７～９ （略） 

10・11 （略） 10・11 （略） 
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